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明
治
前
期
、
肥
前
松
浦
川
の
石
炭
輸
送

東

定

宣

昌

は
じ
め
に

　
明
治
前
期
の
日
本
の
石
炭
鉱
業
の
主
軸
は
肥
前
に
あ
っ
た
。
産
業
革
命
が
本
格
化

す
る
明
治
二
〇
年
代
初
頭
に
い
た
る
ま
で
、
出
炭
高
は
筑
豊
を
上
回
っ
て
い
た
。
肥

前
に
お
い
て
は
東
松
浦
郡
（
現
在
、
佐
賀
県
）
と
北
松
浦
郡
（
現
在
、
長
崎
県
）
の

比
重
が
大
き
か
っ
た
。
な
か
で
も
東
松
浦
郡
（
唐
津
炭
田
）
に
は
海
軍
炭
坑
が
設
定

さ
れ
、
近
代
的
炭
坑
の
嗜
矢
で
あ
る
高
島
炭
坑
の
影
響
を
受
け
、
こ
の
時
期
の
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
石
炭
鉱
業
の
中
心
に
位
置
し
た
。

　
石
炭
の
市
場
価
格
は
、
市
場
の
需
給
と
輸
送
費
と
生
産
費
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

生
産
費
と
輸
送
費
の
区
分
は
経
営
形
態
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
＝
疋
で
は
な
い
。
明
治

前
期
の
市
場
ま
で
の
石
炭
の
輸
送
は
、
切
羽
（
採
炭
現
場
）
か
ら
坑
口
ま
で
、
坑
口

か
ら
河
岸
H
川
端
積
年
（
土
場
）
ま
で
、
川
端
積
極
か
ら
河
口
積
出
港
ま
で
、
河
口

積
出
港
か
ら
需
要
地
ま
で
に
区
分
で
き
る
。
北
松
浦
郡
の
諸
炭
坑
は
途
中
の
河
川
輸

送
の
必
要
が
な
く
、
坑
口
か
ら
積
出
港
ま
で
の
距
離
が
極
端
に
短
い
と
こ
ろ
に
特
色

と
有
利
さ
が
あ
っ
た
。
東
松
浦
郡
の
石
炭
は
松
浦
川
を
利
用
し
て
河
口
の
唐
津
港

（
満
島
）
ま
で
積
み
お
ろ
し
、
そ
こ
で
積
替
え
、
海
運
に
よ
っ
て
需
要
地
ま
で
輸
送

さ
れ
た
。
東
松
浦
郡
の
諸
炭
坑
は
炭
層
の
賦
存
状
況
に
お
い
て
必
ず
し
も
優
れ
て
い

な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
舟
運
の
便
に
恵
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
明
治
前
期
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
の
石
炭
鉱
業
の
中
心
地
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
幕
末
、
明
治
前
期
の
筑
曲
豆
炭
田
の
石
炭
は
遠
賀
川
を
利
用
し
て
河
口
の
芦
屋
・
若

松
に
輸
送
さ
れ
た
。
こ
の
遠
賀
川
の
石
炭
輸
送
に
つ
い
て
は
多
く
の
論
考
が
あ
る
。

し
か
し
筑
豊
炭
田
に
比
し
、
舟
運
の
便
に
恵
ま
れ
た
と
い
わ
れ
る
唐
津
炭
田
松
浦
川

の
石
炭
輸
送
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
態
が
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　
本
稿
の
課
題
は
松
浦
川
石
炭
輸
送
の
実
態
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
筆
者
は
か

つ
て
「
唐
津
炭
田
の
輸
送
体
系
の
近
代
化
」
と
し
て
、
唐
津
興
業
鉄
道
会
社
の
設
立

　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

と
経
営
を
分
析
し
、
ま
た
「
唐
津
海
軍
炭
坑
の
設
定
と
そ
の
経
営
」
を
明
ら
か
に
し

　
ざ

た
。
本
稿
は
鉄
道
輸
送
前
の
舟
運
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
輸
送
体
系
の

近
代
化
過
程
を
よ
り
具
体
的
に
窺
い
、
ま
た
唐
津
海
軍
炭
坑
の
経
営
に
お
け
る
輸
送

過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
も
目
的
と
す
る
。
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二
　
日
本
坑
法
施
行
後
の
舟
運
行
政
と
松
浦
川

　
松
浦
川
は
佐
賀
県
を
縦
断
す
る
筑
紫
山
地
に
源
を
発
し
、
北
流
し
て
唐
津
湾
に
注

ぐ
延
長
四
五
．
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
佐
賀
県
第
二
の
川
で
あ
る
。
「
長
崎
県
肥
前
国

　
　
　
　
　
　
ら
　

東
松
浦
郡
誌
」
に
は
、

　
　
二
等
河
二
属
ス
、
水
源
ハ
郡
ノ
南
方
杵
島
郡
黒
髪
山
及
鳥
海
ノ
諸
山
ヨ
リ
発
シ
、

　
　
西
松
浦
郡
ノ
東
隅
ヲ
串
流
シ
、
本
郡
佐
里
村
二
来
リ
、
轡
流
シ
テ
久
保
村
二
至

　
　
リ
松
浦
東
川
ト
合
ス
（
合
流
ヨ
リ
上
ヲ
松
浦
西
川
ト
称
ス
）
、
松
浦
東
川
ハ
水

　
　
源
ヲ
郡
ノ
南
方
天
山
及
支
峰
ノ
渓
墾
ヨ
リ
発
シ
、
尚
五
力
山
ノ
渓
流
ヲ
合
セ
、

　
　
広
瀬
・
中
島
・
浦
川
内
・
厳
木
其
他
十
余
村
ヲ
経
回
シ
、
相
知
・
山
崎
・
久
保

　
　
三
村
ノ
間
八
至
リ
松
浦
西
川
ト
合
シ
、
両
川
一
ト
ナ
リ
（
合
流
ヨ
リ
下
ヲ
単
二

　
　
松
浦
川
ト
称
ス
）
乾
位
二
通
シ
、
久
里
村
ト
橋
本
村
ト
ノ
間
二
至
リ
波
多
川
ヲ

　
　
合
セ
、
北
流
シ
テ
唐
津
町
ト
満
島
ノ
問
二
入
リ
海
二
注
ク
、
海
ロ
バ
幅
五
町
余
、

　
　
両
岸
辺
遠
タ
リ
ト
難
水
勢
常
二
六
分
ノ
一
二
在
リ
、
浅
処
徒
歩
シ
テ
渉
ル
可
シ
、

　
　
然
レ
ト
モ
舟
筏
ノ
利
、
本
流
ハ
（
松
浦
西
川
）
西
松
浦
郡
大
川
野
村
二
階
ル
、

　
　
里
程
凡
五
里
、
東
川
ハ
僅
二
相
知
村
ノ
半
二
至
ル
ト
錐
モ
（
合
流
ヨ
リ
凡
三
十

　
　
丁
〉
、
本
郡
南
方
ノ
諸
訳
専
ラ
両
河
二
依
リ
以
テ
物
貨
ヲ
運
輸
ス
、
雄
心
塘
ハ

　
　
河
水
緩
流
二
二
シ
、
且
ツ
河
幅
ノ
広
キ
ヲ
以
テ
決
壊
ノ
憂
ナ
シ
、
但
叢
書
満
潮

　
　
二
激
衝
ス
ル
際
両
岸
ノ
田
圃
二
汎
濫
ス
ト
云
フ

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
現
在
の
相
知
町
久
保
で
合
流
す
る
上
流
を
松
浦
西
川
と

東
川
と
称
し
て
い
る
。
松
浦
東
川
は
現
在
の
厳
木
川
で
あ
る
。
川
床
の
勾
配
は
上
流

で
八
○
○
分
の
一
以
上
、
中
流
で
＝
一
〇
〇
分
の
一
か
ら
二
〇
〇
〇
分
の
一
、
下
流

は
二
〇
〇
〇
分
の
一
か
ら
四
五
〇
〇
分
の
一
で
流
れ
は
緩
慢
で
あ
る
。
河
口
の
海
潮

の
干
満
差
は
約
ニ
メ
ー
ト
ル
、
満
潮
の
際
は
河
口
か
ら
ニ
キ
口
頭
ー
ト
ル
弱
上
流
の

山
本
ま
で
逆
流
す
る
と
い
わ
れ
る

図
1
　
松
浦
川
面

　
　
　
　
　
　
　

（
図
1
参
照
）
。

難
難
前
　

嚢
葦
牌
班
’

　
ξ
欺、

・
｝
集
’
寅

薪
樫

・
’
鱒

　
　
ほ
高
艀
α、

虚
論

野
㌧注

）
隅
谷
三
喜
男
『
日
本
石
炭
産
業
分
析
』

　　　　　　東　　松　　浦
”∩A＼

　　、、　　　　　　雁
　　、　　　　　　　　　　●
　　！　　　山本漁
　　1細崖山子．“
　　　、、　　　　　　田
　　　、　　　㌔　　　　　　　　　部　　　相知
　　　　臥、
　　　　　　　　み　　　　　ヘ　　ゴ　　
　　　　　・1、佐里

西松＼罵罫認厳木
　　　　　　　浦釦軸上1貢　．／
　　　　　　　／川＼）鉾／

よ
り

　
そ
の
た
め
松
浦
川
は
古
く
か
ら
流
域
の
物
資
輸
送
の
た
め
の
重
要
な
河
川
で
あ
っ

た
。
幕
末
以
降
、
松
浦
川
流
域
の
牟
田
部
村
（
現
在
、
相
知
町
）
以
南
、
支
流
の
波

多
川
（
徳
須
恵
川
）
で
は
、
竹
有
村
・
岸
山
村
（
現
在
、
北
波
多
村
）
以
南
で
石
炭

が
採
掘
さ
れ
た
。
日
本
画
法
施
行
直
後
の
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
八
月
調
査
の
坑

数
調
に
よ
る
と
、
松
浦
川
上
流
の
業
曝
炭
坑
数
は
次
の
通
り
一
九
ケ
村
に
三
七
六
坑

　
　
　
　
　
　

存
在
し
た
。

　
　
松
浦
郡
成
淵
村
（
波
多
川
）
　
　
　
　
三

　
　
　
　
　
竹
有
村
（
波
多
川
）
　
　
　
　
九
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山
彦
村
（
波
多
川
）

上
平
野
村
（
波
多
川
）

稗
田
村
（
波
多
川
）

岸
山
村
（
波
多
川
）

牟
田
部
村
（
松
浦
川
）

久
保
村
（
松
浦
川
）

佐
里
村
（
松
浦
東
川
）

立
川
村
（
松
浦
東
川
）

平
山
下
村
（
松
浦
西
川
）

平
山
上
村
（
松
浦
西
川
）

長
部
田
村
（
松
浦
西
川
）

本
山
村
（
松
浦
西
川
）

踏
切
村
（
松
浦
西
川
）

岩
屋
村
（
松
浦
西
川
）

波
瀬
村
（
松
浦
西
川
）

梶
山
村
（
松
浦
西
川
）

相
知
村
（
松
浦
西
川
）

読画一六六δ杏美≒δ三聖一一

こ
の
他
に
明
治
七
年
当
時
に
は
海
軍
炭
坑
が
次
の
一

　
松
浦
串
本
山
村
　
　
　
　
　
　
三

　
　
　
　
平
山
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
　
　
岩
屋
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
　
　
　
波
瀬
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　

一
ケ
所
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
す
べ
て
の
石
炭
が
舟
運
に
よ
っ
て
河
口
の
唐
津
・
満
島
に
輸
送
さ
れ
た
。

　
佐
賀
県
で
は
日
本
坑
法
に
基
、
つ
く
坑
物
税
徴
収
の
た
め
明
治
七
年
「
石
炭
輸
出
取

締
之
場
所
」
を
県
内
六
ケ
所
に
設
置
し
て
「
石
炭
取
締
」
役
を
置
き
搬
送
高
を
把
握

し
た
。
松
浦
川
流
域
の
唐
津
炭
田
の
取
締
場
所
は
満
島
に
設
置
さ
れ
、
船
改
役
の
馬

渡
彦
助
・
宮
尾
則
久
が
兼
務
し
た
。
ほ
か
に
久
原
・
楠
久
津
（
松
浦
郡
）
・
住
ノ
江

（
小
城
郡
）
は
同
様
に
船
改
役
が
兼
務
し
、
瓜
ケ
坂
村
・
黒
塩
村
（
松
浦
郡
）
は
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

長
が
兼
務
し
て
取
締
に
当
た
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
石
炭
取
締
の
業
務
は
「
石
炭
取
締
兼
船
改
所
事
務
仮
章
程
」
に
窺
う
こ
と
が
で
き

る
。
第
一
条
か
ら
五
条
ま
で
は
川
下
げ
の
上
荷
舟
の
本
船
積
み
移
し
の
監
督
取
締
り

を
規
定
し
、
取
締
り
補
助
の
た
め
「
上
荷
乗
溢
者
等
ヲ
選
ヒ
探
索
申
付
」
け
た
。
そ

の
際
海
軍
炭
坑
の
上
荷
舟
も
対
象
と
し
た
（
第
八
条
）
。
も
っ
と
も
「
積
送
船
不
審

ノ
所
業
ア
ラ
バ
、
同
省
出
張
所
エ
通
達
二
及
ヒ
、
同
省
ノ
処
分
口
任
ス
ヘ
シ
」
と
第

一
次
処
分
権
は
海
軍
省
の
出
先
に
委
ね
た
。
そ
し
て
「
石
炭
川
下
ケ
売
品
惣
計
調
」

を
義
務
付
け
（
第
六
条
）
、
石
炭
税
を
「
毎
月
十
日
限
リ
前
月
分
ヲ
取
建
、
租
税
課

工
廿
日
限
リ
上
納
」
を
行
わ
せ
た
（
第
七
条
）
。
佐
賀
県
が
海
軍
炭
坑
の
上
荷
舟
を

も
同
様
に
取
締
対
象
と
し
た
の
は
次
の
よ
う
な
抜
け
道
を
防
ぐ
た
め
で
あ
っ
た
。

　
　
当
管
内
松
浦
郡
村
々
之
内
、
御
省
所
轄
炭
坑
掘
出
シ
積
送
船
之
義
ハ
御
出
張
所

　
　
二
於
テ
調
査
之
義
二
付
、
唐
津
船
改
所
二
世
テ
ハ
御
回
旗
章
ヲ
以
テ
証
ト
シ
、

　
　
別
段
検
査
不
仕
通
船
相
成
心
処
、
全
体
石
炭
積
送
船
ハ
数
百
艘
有
之
、
水
夫
之

　
　
者
共
或
ハ
心
得
違
二
而
右
御
子
偽
旗
章
ヲ
立
テ
、
亦
ハ
御
出
張
所
手
船
ヲ
借
用

　
　
ト
偽
称
シ
、
私
船
ヲ
以
テ
彼
是
石
炭
密
売
積
送
ス
ル
者
有
之
哉
二
相
聞
、
都
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
船
改
所
規
則
相
立
兼
不
都
合
之
次
第
二
有
之
候
…
…

こ
う
し
た
取
締
り
に
も
か
か
わ
ら
ず

　
　
唐
津
松
浦
川
ヲ
上
下
ス
ル
石
炭
上
荷
船
ハ
、
舟
ノ
大
小
水
ノ
干
満
二
因
ル
ト
錐

　
　
モ
、
積
高
凡
六
千
斤
ヨ
リ
以
下
弐
千
斤
二
化
ル
、
然
ル
ニ
面
起
等
輸
下
ス
ル
三
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二
弐
百
斤
三
百
斤
ヲ
削
り
、
終
二
大
ト
ナ
シ
、
弐
三
千
斤
二
至
リ
テ
夜
中
要
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
本
船
江
密
売
ス
ル
者
有
之
…
…

と
あ
る
よ
う
に
、
松
浦
川
で
は
不
正
石
炭
が
あ
と
を
絶
た
な
か
っ
た
。

　
佐
賀
県
の
こ
う
し
た
徴
税
努
力
は
明
治
八
年
（
一
入
七
五
）
一
月
十
三
日
の
太
政

官
布
告
第
二
号
に
よ
っ
て
坑
物
税
徴
収
が
当
分
先
送
り
さ
れ
た
の
で
不
要
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
海
軍
省
で
も
官
船
、
私
船
の
区
別
が
重
要
で
な
く
な
っ
た
た
め
か
、
あ

る
い
は
経
費
節
約
の
た
め
か
、
新
た
な
上
荷
舟
の
建
造
を
打
ち
切
り
、
「
十
一
年
六

月
迄
ニ
テ
官
船
ハ
全
ク
売
却
シ
、
当
時
下
稼
人
共
打
建
ノ
点
穴
耳
二
有
之
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
お
　

状
況
に
な
っ
た
。

三
　
明
治
前
期
の
上
荷
舟

　
唐
津
炭
田
の
石
炭
輸
送
は
次
の
四
過
程
か
ら
な
る
こ
と
は
上
述
し
た
。
即
ち
、
切

羽
か
ら
坑
口
ま
で
、
坑
口
か
ら
土
場
（
川
端
積
場
）
ま
で
、
土
場
か
ら
満
島
港
（
河

口
積
出
港
）
ま
で
、
十
島
港
か
ら
需
要
地
ま
で
で
あ
る
。
本
稿
は
土
場
か
ら
満
島
港

ま
で
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
要
課
題
と
す
る
。
し
か
し
こ
れ
に
関
し
て

は
、
現
在
満
島
や
唐
津
水
主
町
の
石
炭
問
屋
の
史
料
が
未
発
見
で
あ
る
た
め
全
体
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
こ
で
主
と
し
て
海
軍
炭
坑
の
史
料
か
ら
窺
う
。

↓
上
荷
舟
の
種
類

　
（

　
上
荷
舟
の
大
き
さ
は
一
度
に
積
み
下
す
石
炭
量
を
規
定
す
る
。
し
か
し
こ
れ
に
関

し
て
も
全
体
を
窺
う
史
料
は
な
い
。
非
常
に
古
く
天
明
四
年
（
一
七
入
四
）
肥
前
唐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

津
城
南
隠
士
木
崎
仮
包
茎
盛
標
が
描
い
た
著
名
な
「
肥
前
州
産
物
図
考
」
の
石
炭
川

舟
図
は
「
川
船
二
て
つ
ミ
下
ス
事
、
凡
二
千
斤
ヨ
リ
四
千
斤
余
も
積
下
ス
、
但
し
水

の
多
少
に
よ
る
也
」
と
し
て
い
る
。
お
よ
そ
一
〇
〇
将
帥
の
明
治
二
〇
年
頃
の
上
荷

舟
は
二
〇
〇
〇
斤
積
み
か
ら
五
〇
〇
〇
斤
積
み
が
普
通
で
あ
っ
た
が
、
七
〇
〇
〇
斤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

積
み
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
明
治
十
二
年
七
月
か
ら
十
三
年
六
月
の
海
軍
炭
坑
の
「
上
荷
舟
水
夫
勤
惰
調
表
」

か
ら
上
荷
舟
の
容
量
構
成
を
窺
う
と
、

表
一
容
量
別
上
荷
舟
数
と
割
合

三
〇
〇
〇
斤

四
艘

八
・
二
％

三
五
〇
〇
斤

三
艘

六
・
一
％

四
〇
〇
〇
斤

三
艘

六
・
一
％

四
五
〇
〇
斤

六
艘

一
二
・
二
％

五
〇
〇
〇
斤

二
三
艘

四
六
・
九
％

五
五
〇
〇
斤

六
艘

一
二
・
二
％

六
〇
〇
〇
斤

四
艘

八
・
二
％

合
　
　
計

四
九
艘

一
〇
〇
・
○
％

注
1
）
こ
の
ほ
か
に
一
時
雇
の
者
が
あ
る
。

注
2
）
海
軍
省
「
明
治
十
四
年
公
文
原
書

二
」
よ
り
作
成
。

　
上
述
し
た
よ
う
に
、
海
軍
炭
坑
は
明
治
十
一
年
に
は
官
船
を
す
べ
て
売
却
し
、
全

面
的
に
契
約
船
に
依
存
し
て
い
た
か
ら
、
こ
れ
が
松
浦
川
の
上
荷
舟
の
種
類
を
あ
る

程
度
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
契
約
に
当
た
っ
て
一
定
の

積
載
量
の
舟
を
選
定
し
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
、
か
な
り
無
煙
に
バ
イ
ア

ス
が
か
か
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
表
一
に
よ
る
と
、
五
〇
〇
〇
斤
積
み
が
お
よ

そ
半
数
を
占
め
、
最
小
が
三
〇
〇
〇
斤
積
み
、
最
大
が
六
〇
〇
〇
斤
積
み
で
あ
る
。
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一
定
の
積
載
量
の
上
荷
舟
と
契
約
を
し
た
と
し
て
も
、
七
種
類
の
多
様
な
舟
が
存
在

し
た
。
古
く
か
ら
二
〇
〇
〇
食
積
み
の
舟
が
あ
り
、
明
治
中
期
に
は
七
〇
〇
〇
斤
積

み
が
建
造
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
二
五
〇
〇
斤
や
六
五
〇
〇
斤
積
み
も
あ
っ
た

と
考
え
る
と
、
松
浦
川
で
は
大
小
一
〇
種
類
近
い
上
荷
舟
が
上
下
し
て
い
た
。

　
上
荷
舟
の
長
さ
は
五
五
〇
〇
斤
積
み
で
三
態
四
尺
、
六
〇
〇
〇
斤
積
み
で
三
豊
五

　
　
　
　
　
め
　

尺
で
あ
っ
た
。
筑
豊
炭
田
遠
賀
川
の
川
平
太
が
「
大
小
二
種
の
別
あ
り
大
な
る
も
の
は

其
長
さ
四
間
、
小
な
る
も
の
は
其
長
さ
三
間
を
通
例
と
し
前
者
は
下
流
水
深
の
間
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

用
ひ
後
者
は
上
流
水
浅
の
問
に
往
復
す
」
と
い
わ
れ
た
り
、
ま
た
談
話
で
「
平
太
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
さ
五
間
、
幅
は
三
板
出
五
尺
上
部
で
六
尺
五
寸
」
で
一
万
斤
を
積
ん
だ
、
と
言
わ

れ
る
の
に
比
較
す
る
と
、
か
な
り
幅
狭
く
細
長
い
も
の
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

表
二
　
村
一
水
引

合
　
計

相
　
知
　
村

久
保
村
原
村

双
水
村

養
母
田
村

久
里
村
舟
宮

満
島
村

四
九 一 一 八 四 四

二
四 五 旧

注
1
）
こ
の
ほ
か
に
一
時
雇
の
者
が
あ
る

注
2
）
海
軍
省
「
明
治
十
四
年
公
文
原
書

　
　
二
」
よ
り
作
成
。

⇒
上
荷
舟
の
分
布

　
松
浦
川
流
域
に
お
け
る
上
荷
舟
の
分

布
状
況
を
同
じ
「
上
荷
舟
水
夫
勤
惰
調

表
」
か
ら
見
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
表
二
に
よ
る
と
海
軍
炭
坑
の
契
約
舟

は
、
久
里
村
が
半
数
を
占
め
、
原
村
が

次
ぎ
、
舟
宮
、
養
母
田
村
、
双
水
村
と

な
る
。
久
里
村
は
多
く
の
土
場
が
あ
っ

た
上
流
の
相
知
村
と
積
出
港
の
満
島
村

の
ち
ょ
う
ど
中
間
に
あ
た
る
。
久
里
村

を
頂
点
と
し
、
下
流
の
原
、
舟
宮
、
養

母
田
と
上
流
の
双
水
（
い
ず
れ
も
現
在

唐
津
市
）
が
ヤ
マ
型
を
な
し
、
最
下
流

の
豊
島
と
最
上
流
の
相
知
村
が
続
く
。

　
し
か
し
表
二
に
見
る
海
軍
炭
坑
の
明
治
十
二
年
か
ら
十
三
年
に
か
け
て
の
契
約
舟

の
分
布
状
況
は
松
浦
川
全
体
の
上
荷
舟
の
分
布
状
況
と
は
異
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
表
三
は
ほ
ぼ
同
時
期
の
状
況
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
「
長
崎
県
肥
前
国
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

松
浦
郡
村
誌
　
一
～
入
」
か
ら
抽
出
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

表
三
　
東
松
浦
治
世
村
川
舟
数

十
島
村
（
松
浦
川
）

一
四
〇
艘

佐
里
村
（
松
浦
西
川
）

八
艘

和
多
田
村
（
松
浦
川
）

七
一
艘

山
崎
村
（
松
浦
東
川
）

五
堤

町
原
村
（
松
浦
川
）

三
艘

相
知
村
（
松
浦
東
川
）

骨
質

養
母
田
村
（
松
浦
川
）

三
七
艘

横
枕
村
（
松
浦
東
川
）

五
艘

久
里
村
（
松
浦
川
）

二
二
艘

田
頭
村
（
松
浦
東
川
）

二
三

山
本
村
（
松
浦
川
）

三
三
艘

千
束
村
（
千
束
川
）

二
艘

双
水
村
（
松
浦
川
）

五
艘

徳
須
恵
村
（
波
多
川
）

三
艘

牟
田
部
村
（
松
浦
川
）

四
艘

田
中
村
（
小
郷
川
）

二
艘

久
保
村
（
松
浦
西
川
）

五
二

合
　
　
　
計

三
五
四
艘

注
）
「
長
崎
県
肥
前
国
東
松
浦
郡
村
誌
　
一
～
八
」
よ
り
作
成
。

　
「
長
崎
県
肥
前
国
東
松
浦
郡
誌
　
全
」
に
よ
る
と
、
郡
全
体
の
五
〇
石
未
満
川
舟

は
三
四
三
艘
と
表
三
の
合
計
と
は
少
し
異
な
る
。
因
み
に
同
郡
の
五
〇
石
未
満
荷
下

は
八
七
艘
、
同
小
回
舟
中
艘
、
同
漁
舟
二
二
七
六
艘
で
あ
る
。
集
計
時
期
が
微
妙
に

ず
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
表
三
は
村
を
下
流
か
ら
上
流
に
並
べ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
河
口
で
石
炭
問
屋
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
る
満
島
が
四
〇
％
近
く
を
占
め
、
下
流
ほ
ど
上
荷
舟
が
多
く
、
山
本
村
以
北
で
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入
六
％
以
上
と
な
っ
て
い
る
。
五
三
に
は
表
二
に
示
し
た
海
軍
炭
坑
の
上
荷
舟
は
加

算
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
郡
村
誌
の
原
村
や
唐
津
町
（
舟
宮
）

に
は
川
舟
の
記
載
が
な
い
。

　
表
二
と
表
三
か
ら
明
治
前
期
の
松
浦
川
に
は
凡
そ
四
〇
〇
艘
の
上
荷
舟
が
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
上
記
川
舟
が
す
べ
て
石
炭
を
輸
送
し
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
下

流
ほ
ど
多
数
の
上
荷
舟
が
あ
り
、
炭
坑
が
多
数
存
在
し
た
波
多
川
（
徳
須
恵
川
）
や

松
浦
東
川
（
厳
木
川
）
流
域
の
上
荷
舟
は
少
数
で
あ
っ
た
。

　
松
浦
川
の
上
荷
舟
の
最
盛
期
は
明
治
二
十
七
、
入
年
頃
で
、
千
七
入
百
艘
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
む

た
と
い
わ
れ
る
。

　
コ
土
場
と
上
荷
舟
の
往
復
時
間

　
（

　
石
炭
を
積
み
出
す
川
端
積
場
を
石
炭
土
場
と
称
し
、
古
く
は
一
般
物
資
の
川
端
積

場
の
土
場
と
区
別
し
た
が
、
石
炭
輸
送
の
拡
大
に
よ
っ
て
土
場
は
石
炭
土
場
の
代
名

詞
と
な
っ
た
。
土
場
で
は
上
荷
舟
に
積
み
込
む
ま
で
土
塀
や
石
垣
で
囲
ん
で
貯
炭
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
。
明
治
前
期
の
松
浦
川
上
流
の
主
要
土
場
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
図
2
の
と
お

り
、
い
ず
れ
も
現
在
は
相
知
町
で
あ
る
。

　
岩
栄
（
い
わ
ば
え
）
土
場
（
松
浦
西
川
）
…
門
地
・
浜
白
・
出
合
・
浦
ン
川
土
場

　
　
　
を
含
む
。
明
治
十
二
年
よ
り
相
知
村
に
海
軍
予
備
炭
田
出
張
所
が
設
置
さ
れ

　
　
　
る
と
拡
張
し
て
海
軍
土
場
と
称
し
た
。

　
鷹
取
土
場
（
松
浦
西
川
）
…
主
と
し
て
長
部
田
・
岩
屋
・
浪
瀬
村
の
炭
坑
の
積
場

　
　
　
で
あ
る
。
薩
摩
山
の
石
炭
の
積
場
で
あ
っ
た
の
で
薩
摩
土
場
と
も
称
し
た
。

　
天
徳
土
場
（
松
浦
東
川
）
…
佐
里
各
地
か
ら
の
石
炭
を
積
み
出
し
た
。
川
底
が
海

　
　
　
面
よ
り
低
い
の
で
七
〇
〇
〇
斤
積
み
の
上
荷
舟
で
の
運
搬
が
可
能
で
あ
っ
た
。

　
　
　
和
田
に
炭
坑
が
あ
っ
た
の
で
和
田
山
土
場
と
も
称
し
た
。

小
川
野
（
お
が
の
）
土
場
（
松
浦
東
川
）
…
天
徳
土
場
の
対
岸
で
、

　
　
方
面
の
石
炭
を
積
み
出
し
た
。

図
2
　
松
浦
川
と
土
場
（
松
浦
川
の
船
着
土
場
略
図
）

堅　行合野川

徳
須
恵
川

ー
ノ
國

こまなき

。ネル1

　
　
勘重

囲

松
浦
川

小lll野0

天徳O
、和田　．♂

國

×
　
　
×

囲

毒。（

やまもと
レ　橋本

養母田

鬼塚

カメ工場

車
山
川

おうち

獺。
’
」

耀。

囮

［
目
は
藩
政
時
代
の
貢
納
米
出
荷
土
場

○
明
治
中
期
ま
で
の
石
炭
土
場
の
主
な
も
の

和多田

神田
ひがしからつ

同
様
に
佐
里

からつ

國
茶畑種満島

注
）
前
掲
、
坪
内
安
衛
『
石
炭
産
業
の
史
的
展
開
』

唐津城

唐津湾

よ
り
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な
お
、
海
軍
炭
坑
の
明
治
十
三
年
頃
の
土
場
は
上
記
岩
栄
土
場
が
海
軍
土
場
と
言

わ
れ
た
と
い
う
と
お
り
、
浦
ノ
川
土
場
を
主
と
し
て
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
。
当
時
の
土
場
は
次
の
三
ケ
所
が
あ
っ
た
。

　
浦
ノ
川
土
場
…
桃
ノ
尾
炭
坑
（
平
山
上
村
）
・
大
屋
敷
炭
坑
（
同
）
・
小
城
河
内
炭
坑

　
　
　
（
同
）
・
西
谷
炭
坑
（
同
）
・
杣
木
場
炭
坑
（
本
山
下
村
）
・
浦
谷
各
号
（
同
）

　
鷹
取
土
場
…
舟
木
谷
旧
坑
（
本
山
村
）
・
桃
ノ
尾
監
置
（
平
山
上
村
）

　
佐
里
川
堤
…
寺
ノ
前
炭
坑
（
佐
里
村
）
・
亀
石
谷
炭
坑
（
同
）

　
浦
ノ
川
土
場
は
明
治
十
三
年
に
「
浦
ノ
川
堤
二
宮
テ
長
九
拾
間
横
平
二
言
問
坪
数

九
拾
坪
「
九
百
坪
の
誤
り
カ
］
之
石
炭
置
場
及
ヒ
同
坪
中
二
長
五
社
横
直
間
ノ
石
炭

　
　
　
　
　
　
ま
　

検
査
小
屋
新
築
」
を
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
従
来
の
石
炭
置
場
が
「
官
私
之

経
界
立
三
重
共
、
区
域
島
島
ニ
シ
テ
多
量
之
出
炭
有
之
節
ハ
自
然
紛
雑
混
乱
雨
乞
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　

不
免
、
往
々
不
都
合
も
有
之
、
傍
今
般
新
生
着
手
二
瀬
掛
」
つ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
里
川
堤
の
石
炭
置
場
も
十
三
年
に
「
長
拾
弐
間
巾
六
間
、
石
垣
弐
段
築
上
ケ
」
た

も
の
で
、
同
様
の
理
由
か
ら
新
築
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
の
土
場
は
河
口
の
満
島
か
ら
最
上
流
の
鷹
取
土
場
ま
で
で
凡
そ
一
五
㎞
で

あ
っ
た
。
各
土
場
か
ら
河
口
の
満
島
ま
で
の
輸
送
時
間
（
運
行
日
数
）
は
、
積
込
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

と
積
降
ろ
し
時
間
を
含
め
、
往
復
二
日
と
見
積
も
ら
れ
た
。
前
掲
「
上
荷
舟
水
夫
勤

惰
調
表
」
か
ら
実
際
の
運
行
状
況
を
見
る
と
、
海
軍
炭
坑
の
四
九
人
の
水
夫
の
勤
務

状
況
は
極
め
て
多
様
で
あ
っ
た
。
年
間
最
多
度
数
は
久
里
村
の
幸
七
の
＝
三
度
で
、

次
は
同
村
庄
左
工
門
の
一
〇
九
度
で
あ
っ
た
。
因
み
に
最
少
度
数
は
四
度
が
二
人
い

る
。
平
均
は
年
間
四
四
度
で
あ
っ
た
。
一
ケ
月
平
均
積
下
数
は
三
・
七
度
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
そ
れ
で
は
往
復
二
日
は
不
可
能
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
か
っ
た
。
十
三
年
一
月
に
満
島
村
の
多
平
は
一
七
度
、
久
里
村
の
嘉
作
は

一
三
度
、
十
月
に
は
同
村
の
幸
七
が
＝
二
度
往
復
し
て
い
る
。
一
ケ
月
に
一
二
度
往

復
し
て
い
る
者
は
多
数
見
ら
れ
る
。

　
海
軍
炭
坑
は
お
そ
ら
く
精
勤
の
水
夫
を
雇
用
し
よ
う
と
努
力
し
た
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
自
然
的
制
約
は
当
然
と
し
て
、
雇
用
に
炭
坑
主
が
関
与
し
、
炭
坑
主
が
請
負
坑

主
で
あ
る
と
同
時
に
私
坑
経
営
者
で
あ
っ
た
た
め
、
私
炭
輸
送
を
優
先
さ
せ
る
こ
と

も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
詳
明
輸
送
価
格
は
石
炭
の
市
場
価
格
に
敏
感
に
反
応
で

き
た
の
に
対
し
、
官
炭
輸
送
価
格
は
硬
直
的
で
あ
っ
た
た
め
、
官
炭
輸
送
が
不
利
に

な
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
上
に
水
夫
は
必
ず
し
も
勤
勉
で
真
面
目
な

者
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
。

　
筑
豊
遠
賀
川
と
比
較
す
る
と
、
唐
津
炭
田
の
優
位
が
明
ら
か
で
あ
る
。
福
岡
県
鞍

手
郡
木
屋
瀬
村
庄
屋
の
松
尾
家
文
書
に
よ
る
と
、
河
南
の
芦
屋
ま
で
万
事
好
調
子
の

時
で
四
、
五
日
、
悪
条
件
が
重
な
る
と
一
四
、
五
日
も
か
か
り
、
若
松
ま
で
五
、
六

日
か
か
っ
た
と
い
・
魎
木
屋
瀬
は
芦
屋
ま
で
凡
そ
一
五
㎞
、
若
松
ま
で
凡
そ
二
三
㎞

で
鞍
手
郡
の
石
炭
の
中
心
地
で
あ
る
直
方
よ
り
下
流
に
位
置
す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ

は
沖
船
と
の
関
係
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
遠
賀
川
の
舟
運
距
離
に
比
較
す

る
と
、
松
浦
川
の
そ
れ
は
短
か
く
、
有
利
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
上
荷
舟
輸
送
賃

　
（

　
海
軍
炭
坑
の
請
負
採
掘
賃
は
明
治
四
年
（
一
入
七
一
）
に
川
下
賃
共
一
七
円
五
〇

銭
と
定
め
ら
れ
、
翌
五
年
（
一
入
七
二
）
十
一
月
に
物
価
騰
貴
の
た
め
一
九
円
に
値

上
げ
さ
れ
た
が
、
再
び
六
年
（
一
八
七
三
）
六
月
に
一
七
円
五
〇
銭
に
引
き
直
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
降
そ
の
ま
ま
と
な
っ
た
。
こ
の
一
七
円
五
〇
銭
の
内
訳
は
次
の
よ
う
な
計
算
に
基

づ
い
て
い
た
。
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表
四

海
軍
炭
坑
採
掘
請
負
賃

　
　
　
　
（
桃
ノ
心
心
坑
一
万
斤
当
た
り
・
明
治
四
年
）

そ 川 大 車 中 坑

の
他

下
ケ

八
車
損

道
土
場
よ

ヨ
り

ム
賃 料 費 り 中

口 積 土
計 場 場

ま ま

で で
車 下
賃 賃

毛
一 二

円 円 円

五 六 三 四 五 八
○ ○ ○ ○ ○ ○

銭 銭 銭 銭 銭 銭

注
）
「
諸
物
価
比
較
表
」
（
「
明
治
十
四
年
公
文
類
纂
前
編
五
」
）
よ
り
作
成
。

　
桃
ノ
尾
旧
坑
は
先
述
し
た
よ
う
に
鷹
取
土
場
か
ら
積
下
し
て
い
た
。
表
四
に
よ
る

と
、
輸
送
価
格
は
五
円
六
〇
銭
で
、
満
島
渡
し
石
炭
価
格
の
三
二
％
を
占
め
て
い
た
。

そ
の
う
ち
上
荷
舟
に
よ
る
川
下
ケ
賃
は
一
円
六
〇
銭
で
九
・
一
四
％
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
請
負
採
掘
賃
、
即
ち
満
島
で
の
買
上
価
格
は
絶
え
ず
変
化
す
る
石
炭
市
場
価

格
を
反
映
せ
ず
長
期
に
わ
た
っ
て
固
定
さ
れ
た
。
明
治
十
三
年
（
一
八
八
○
）
末
に

は
満
島
河
口
の
石
炭
相
場
は
一
万
斤
あ
た
り
二
〇
円
か
ら
二
四
円
に
な
っ
た
た
め
、

市
場
価
格
と
海
軍
省
買
上
価
格
は
一
万
斤
あ
た
り
二
円
五
〇
銭
か
ら
六
円
五
〇
銭
の

乖
離
が
生
じ
た
。
そ
の
結
果
、
請
負
人
は
海
軍
省
納
炭
を
抑
え
、
「
官
炭
」
を
「
私

炭
」
と
偽
り
売
却
す
る
も
の
が
目
に
あ
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
海
軍
炭
坑
の
出

炭
高
は
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
二
二
〇
〇
万
斤
を
ピ
ー
ク
に
一
貫
し
て
低
下
し

続
け
、
十
三
年
に
は
七
三
〇
万
斤
ま
で
落
ち
込
み
、
十
四
年
初
頭
に
は
海
軍
用
所
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
＝
塊
ノ
蓄
炭
モ
無
之
」
状
況
に
陥
っ
た
。

　
唐
津
石
炭
用
所
で
は
こ
の
事
態
に
対
処
し
て
、
十
三
年
半
ば
か
ら
代
価
増
額
を
繰

り
返
し
上
申
し
た
。
海
軍
省
で
も
事
態
を
無
視
で
き
ず
、
「
石
炭
坑
夫
給
料
等
ハ
現

品
ヲ
渡
シ
差
引
ス
ル
モ
ノ
ニ
テ
物
価
ノ
低
昂
二
従
ヒ
堀
費
等
二
関
係
ス
ル
義
二
付
明

治
四
年
堀
費
ヲ
被
定
タ
ル
時
ノ
物
価
ト
当
時
ノ
物
価
ト
ヲ
参
考
ノ
為
」
め
、
玄
米
、

酒
、
種
油
、
塩
、
大
豆
、
麦
に
つ
き
調
査
し
、
さ
ら
に
参
考
の
た
め
旦
雇
賃
、
大
工

賃
を
も
調
査
し
て
石
炭
買
上
価
格
の
適
正
化
を
計
っ
た
。
そ
の
結
果
、
明
治
十
四
年

（一

ｪ
入
一
）
一
月
、
満
島
で
の
一
万
斤
当
り
買
上
価
格
を
二
二
円
三
九
銭
八
厘
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

四
円
八
九
銭
八
厘
引
き
上
げ
た
。
こ
の
と
き
上
荷
舟
川
下
賃
が
ど
の
よ
う
に
算
定
さ

れ
た
か
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
採
取
石
炭
一
八
○
○
万
斤
予
定
に
対
し
石
炭

運
搬
費
三
一
六
八
円
と
算
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
一
万
斤
当
り
一
円
七
六
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

と
僅
か
に
引
上
げ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
先
立
ち
、
海
軍
省
の
上
荷
舟
川
下
賃
に
つ
い
て
請
負
人
か
ら
次
の
よ
う
な

増
額
歎
願
が
行
わ
れ
た
。

　
納
炭
御
請
負
代
価
ノ
内
川
下
シ
賃
直
増
之
義
二
付
歎
願

従
来
納
炭
御
請
負
之
義
ハ
壱
万
斤
二
付
拾
七
円
五
拾
銭
ニ
テ
、
内
拾
五
円
入
拾

三
銭
三
厘
ハ
掘
賃
、
壱
円
六
拾
六
銭
七
厘
ハ
川
下
シ
上
荷
舟
運
賃
ニ
テ
御
座
候

処
、
近
来
物
価
騰
貴
二
従
ヒ
工
夫
其
他
ノ
諸
費
等
御
請
負
代
価
ニ
テ
ハ
引
合
不

申
、
何
レ
新
開
坑
着
手
二
至
テ
増
加
之
義
出
願
可
仕
協
議
仕
居
候
処
、
近
来
益

物
価
騰
貴
シ
、
売
炭
川
下
賃
之
義
一
般
拾
三
銭
三
厘
ツ
・
直
増
罷
成
候
処
、
御

用
炭
川
下
賃
ノ
義
モ
直
増
之
義
上
荷
舟
水
夫
一
同
ヨ
リ
申
立
候
得
共
、
何
分
堀

賃
之
内
ヨ
リ
支
弁
仕
候
テ
ハ
私
共
二
於
テ
モ
猶
々
難
渋
仕
候
二
付
、
此
節
上
荷

舟
川
下
シ
賃
丈
ハ
売
炭
川
下
シ
賃
同
様
拾
三
銭
三
厘
ツ
・
御
増
加
被
成
下
度
、

此
段
ロ
ハ
管
奉
歎
願
候
　
以
上

　
明
治
十
三
年
一
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海
軍
省
坑
業
下
稼
人
頭
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
之
上
　
次
郎
太
　
　
印
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唐
津
海
軍
石
炭
用
所
　
御
中

藤鶴

田田

礼安

蔵平

印印

　
松
浦
川
の
上
荷
舟
川
下
賃
が
物
価
騰
貴
に
よ
り
一
万
斤
あ
た
り
一
円
入
○
銭
と
な
っ

た
の
で
、
海
軍
炭
坑
の
川
下
賃
も
同
額
と
す
る
よ
う
に
願
い
出
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
買
上
価
格
は
急
騰
す
る
石
炭
価
格
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
。
十
四

年
四
月
以
来
、
唐
津
港
川
口
商
法
炭
売
買
炭
価
は
一
万
斤
に
付
三
二
円
か
ら
三
三
円

に
至
り
、
ま
す
ま
す
騰
貴
の
勢
い
を
示
し
た
。
た
め
に
「
坑
夫
賃
金
及
ヒ
坑
内
柱
木

等
モ
騰
貴
シ
、
官
坑
ノ
坑
夫
車
夫
逃
レ
テ
私
坑
二
入
込
、
自
然
御
用
採
炭
費
二
差
響

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

キ
、
納
炭
不
足
ヲ
生
シ
候
義
モ
有
之
」
状
況
と
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
八
月
、
石
炭

価
格
を
二
七
円
七
〇
銭
と
し
て
三
ケ
月
試
行
し
て
様
子
を
見
た
後
、
一
四
年
度
は
川

下
ケ
運
賃
を
除
き
土
場
ま
で
、
平
山
下
村
の
杣
木
場
・
内
浦
、
佐
里
村
寺
ノ
前
・
亀

石
谷
の
墨
書
の
二
七
円
七
〇
銭
を
下
限
と
し
、
平
山
上
村
の
小
城
河
内
・
西
谷
炭
坑

の
玉
入
円
七
五
銭
を
上
限
と
し
た
。
こ
の
差
は
炭
坑
か
ら
土
場
ま
で
の
輸
送
賃
の
差

で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
川
下
ケ
運
賃
額
は
不
明
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
、
高
取
土
場
か
ら
の
川
下
げ
運
賃
は
明
治
四
年
一
万
斤
あ
た
り
一
円

六
〇
銭
で
あ
っ
た
が
、
明
治
十
二
一
二
年
に
は
一
円
八
○
銭
に
騰
貴
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
明
治
十
三
年
十
二
月
に
唐
津
炭
山
を
調
査
し
た
官
営
三
池
炭
鉱
の
技
師
吉

原
政
道
は
海
軍
炭
坑
だ
け
で
な
く
、
民
営
炭
坑
の
上
荷
舟
賃
に
つ
い
て
煙
客
の
よ
う

に
報
告
し
て
い
る
。

表
五

土
場
か
ら
満
島
河
口
迄
の
距
離
井
運
送
賃

　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
十
三
年
十
二
月
調
べ
、

一
万
斤
当
）

土
　
場
　
名

距
離
（
里
）

運
　
送
賃

高
取
（
高
取
村
）

五

一
円
八
○
銭

岩
栄
（
相
知
村
）

四

一
円
五
三
銭

山
崎
（
山
崎
村
）

三
・
五

一
円
＝
ゴ
ニ
謙

徳
須
恵
（
徳
須
恵
村
）

三

一
円
三
三
銭

天
徳
（
佐
里
村
）

三
・
七

一
円
四
八
銭

佐
里
（
佐
里
村
）

三
・
六

一
円
四
四
銭

山
本
（
山
本
村
）

一
・
八

八
○
評

注
）
吉
原
政
道
「
唐
津
炭
山
報
告
」
（
『
工
学
叢
誌
』
八
号
復
刻
版
）
よ
り
作
成
。

　
却
海
軍
省
の
上
荷
舟
対
策

　
（

　
明
治
十
三
四
年
の
石
炭
価
格
の
騰
貴
、
諸
物
価
の
上
昇
は
賃
金
の
上
昇
を
も
た
ら

し
た
。
明
治
四
年
の
旦
雇
賃
一
〇
銭
は
三
五
銭
に
、
大
工
賃
一
一
銭
入
部
は
四
五
銭

　
　
　
　
　
　

に
上
昇
し
た
。
当
然
上
荷
舟
運
賃
も
見
直
し
が
迫
ら
れ
た
が
、
海
軍
省
は
上
述
し
た

と
お
り
、
わ
ず
か
な
引
き
上
げ
を
し
た
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
明
治
十
三
年

（一

ｪ
八
○
）
唐
津
石
炭
用
所
渋
谷
海
軍
八
等
属
と
真
野
海
軍
七
等
属
は
長
崎
出
張

所
長
に
次
の
よ
う
に
上
申
し
た
。

　
　
…
…
運
送
船
之
質
量
、
本
山
虚
字
ナ
舟
木
谷
二
於
テ
官
ノ
手
ヲ
以
炭
坑
開
繋
之

　
　
際
、
官
費
ニ
テ
造
立
、
下
稼
人
共
納
炭
モ
積
下
サ
セ
、
荷
足
ノ
大
小
二
審
リ
造

　
　
舟
費
取
立
来
候
処
、
其
後
追
々
破
船
廃
物
ト
相
成
、
炭
坑
下
稼
人
共
ニ
テ
造
立

　
　
シ
其
不
足
ヲ
補
ヒ
来
り
候
二
、
去
ル
十
一
年
六
月
迄
ニ
テ
官
船
ハ
全
ク
売
却
シ
、

　
　
当
時
下
稼
人
共
打
建
必
船
而
耳
二
有
之
、
故
二
勢
ヒ
私
炭
ヲ
積
マ
ザ
ル
ヲ
得
ス
、
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官
私
混
清
之
弊
有
之
、
甚
以
締
向
不
宜
、
之
ヲ
匡
正
シ
候
ニ
ハ
官
費
造
立
ノ
船

　
　
ニ
テ
水
夫
之
人
員
ヲ
定
メ
、
規
則
相
倍
不
申
候
半
テ
ハ
不
相
成
候
際
、
下
稼
人

　
　
下
之
義
モ
追
々
廃
物
或
ハ
破
損
近
キ
ニ
至
リ
里
数
ヲ
減
シ
、
運
送
差
支
且
積
下

　
　
ケ
方
督
促
等
不
都
合
之
次
第
有
之
候
条
、
来
ル
十
四
年
三
月
迄
二
五
千
五
百
斤

　
　
積
弐
拾
五
艘
、
六
千
斤
積
弐
拾
五
艘
〆
五
拾
艘
漸
次
造
立
致
シ
、
別
紙
年
号
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
願
選
者
共
晶
申
付
取
締
為
致
、
石
炭
川
下
運
送
為
業
申
度
…
…

　
長
文
を
引
用
し
た
。
即
ち
、
一
つ
は
官
船
を
建
造
し
て
貸
与
え
官
私
船
を
峻
別
し

官
炭
輸
送
と
私
炭
輸
送
の
混
清
を
禁
止
し
よ
う
と
し
、
二
つ
は
従
来
炭
坑
下
樽
入
の

請
負
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
上
荷
舟
輸
送
を
切
り
離
し
、
川
下
げ
輸
送
を
別
個
の
請

負
に
し
ょ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
輸
送
賃
上
昇
と
「
官
私
混
清
之
弊
」
と
い
う

二
つ
の
問
題
を
一
挙
に
解
決
し
よ
う
と
し
た
。

　
贈
号
の
請
負
出
願
者
と
い
う
の
は
、
東
松
浦
郡
和
多
田
村
藤
田
藤
太
郎
、
唐
津
外

丁
宗
野
藤
助
、
広
島
県
出
身
佐
里
村
寄
留
丸
山
市
助
の
三
名
で
あ
っ
た
。
旧
名
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　

る
「
石
炭
上
荷
船
乗
稼
之
義
二
付
御
願
」
は
、
唐
津
石
炭
用
所
付
近
に
納
屋
を
建
築

し
五
〇
艘
の
上
荷
聖
画
妙
筆
を
一
所
に
住
ま
わ
せ
管
理
を
徹
底
し
、
上
荷
乗
下
之
者

は
他
県
よ
り
も
雇
い
れ
、
各
石
炭
置
場
（
土
場
）
か
ら
の
川
下
運
送
賃
を
一
律
二
六

銭
引
き
下
げ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
こ
れ
は
二
つ
の
問
題
で
修
正
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
一
つ
は
藤
田
藤

太
郎
等
型
名
の
計
画
が
「
懇
篤
質
問
候
二
、
実
際
二
当
リ
不
都
合
之
廉
有
之
、
到
底

　
　
　
　
　
　
　
　

難
被
行
ト
見
込
」
ま
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
は
石
炭
増
産
の
必
要
に

対
し
、
五
〇
艘
の
上
荷
舟
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と

で
あ
る
。

　
唐
津
石
炭
用
所
で
は
積
下
量
を
増
や
す
た
め
六
〇
〇
〇
斤
積
を
四
〇
艘
に
五
五
〇
〇

斤
積
を
一
〇
艘
と
予
定
変
更
し
た
が
、
上
荷
舟
輸
送
は
従
来
通
り
炭
坑
下
稼
人
に
依

存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
新
造
五
〇
艘
に
つ
い
て
は
、
下
稼
人
で
も
あ
る
官
炭
取

締
長
池
ノ
上
次
郎
太
、
同
取
締
人
鶴
田
保
平
・
粗
木
浅
六
お
よ
び
上
荷
舟
取
締
扱
人

岡
田
辰
次
郎
・
松
田
吉
太
郎
の
尊
名
か
ら
、
十
四
年
初
頭
に
次
の
よ
う
な
「
上
荷
船

　
　
　
　
　
　
　

御
貸
下
ケ
願
」
が
出
さ
れ
、

　
　
…
…
御
造
立
相
成
候
　
上
荷
船
五
十
艘
ニ
チ
ハ
運
送
二
引
足
リ
稟
申
ト
私
考
仕

　
　
候
…
…
三
二
是
迄
坑
業
人
共
売
上
積
下
シ
用
自
船
繰
ヒ
各
炭
問
屋
ト
協
用
船
混

　
　
合
シ
積
下
シ
可
申
候
…
…
右
五
拾
艘
上
荷
舟
私
共
へ
御
心
渡
シ
被
射
撃
得
者
、

　
　
髄
成
ル
水
夫
ヲ
撰
ミ
是
ヲ
貸
付
ケ
一
般
ノ
取
締
撰
定
メ
、
取
扱
人
下
立
、
納
炭

　
　
差
支
無
之
様
精
々
注
意
可
仕
候
問
、
右
軸
世
渡
料
ト
シ
テ
御
造
立
入
費
金
御
消

　
　
事
相
成
候
迄
一
ケ
月
二
船
荷
七
千
斤
二
重
金
拾
銭
宛
（
讐
ヘ
ハ
六
千
斤
積
ノ
舟

　
　
ナ
レ
ハ
金
六
十
銭
ナ
リ
）
上
納
仕
リ
、
船
費
御
消
却
髄
質
上
司
積
下
シ
炭
高
二

　
　
応
シ
壱
万
斤
二
付
金
三
銭
宛
船
体
保
存
迄
上
納
仕
候
…
…
何
卒
御
聞
済
被
成
下

　
　
度

貸
渡
し
条
件
は
貸
下
ケ
願
を
全
文
九
款
の
「
石
炭
運
送
上
荷
舟
貸
渡
規
則
」
に
整
理

し
、
上
記
五
玉
に
明
治
十
四
年
十
二
月
末
に
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

四
　
陸
上
輸
送
と
水
陸
輸
送
監
督
取
締

　
石
炭
価
格
に
お
い
て
輸
送
費
用
の
占
め
る
割
合
は
極
め
て
重
い
。
明
治
前
期
の
石

炭
輸
送
が
、
切
羽
か
ら
坑
口
ま
で
、
坑
口
か
ら
川
端
積
塔
（
土
場
）
ま
で
、
川
端
積

場
か
ら
海
岸
積
出
港
ま
で
、
海
岸
積
出
港
か
ら
需
要
地
ま
で
に
区
分
で
き
る
こ
と
は

前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
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↓
陸
上
輸
送

　
（

　
唐
津
炭
田
の
石
炭
輸
送
に
於
て
坑
ロ
か
ら
土
場
（
川
舟
一
場
）
ま
で
の
陸
路
は
ほ

と
ん
ど
が
大
入
車
に
依
っ
た
。
明
治
一
六
年
に
判
明
す
る
二
五
坑
で
、
馬
を
使
用
し

て
い
る
の
は
久
保
村
穴
谷
と
稗
田
村
中
松
尾
の
二
丁
の
み
で
、
残
り
の
二
三
坑
は
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

べ
て
車
を
使
用
し
て
い
る
。
唐
津
諸
坑
の
中
で
も
最
も
輸
送
の
便
が
悪
か
っ
た
の
は

表
四
に
見
ら
れ
る
平
山
下
村
の
桃
ノ
尾
坑
で
あ
っ
た
。
男
生
で
は
、
明
治
四
年
以
来

の
坑
口
よ
り
川
舟
積
場
ま
で
の
輸
送
賃
は
、
坑
ロ
よ
り
中
土
場
ま
で
下
賃
八
○
銭
、

中
土
場
よ
り
積
場
ま
で
車
賃
二
円
五
〇
銭
、
そ
の
他
車
道
費
四
〇
銭
、
大
八
車
損
料

三
〇
銭
、
合
計
四
円
で
、
河
口
価
格
一
七
円
五
〇
銭
の
二
二
．
九
％
を
占
め
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
桃
ノ
尾
坑
の
陸
路
輸
送
に
つ
い
て
前
掲
吉
原
報
告
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。　

　
桃
野
（
マ
マ
）
ハ
海
軍
省
灘
区
坑
ト
池
上
二
良
太
（
マ
マ
）
借
区
坑
ト
ア
リ
テ

　
　
炭
質
無
下
善
良
ナ
レ
ト
モ
運
送
ノ
前
極
メ
テ
悪
ク
坑
ロ
ヨ
リ
山
頂
マ
デ
直
経
ノ

　
　
高
サ
六
拾
間
長
景
品
十
間
ノ
所
ヲ
荷
ヒ
上
ケ
又
山
頂
ヨ
リ
山
麓
ナ
ル
中
土
場
迄

　
　
ハ
凡
廿
七
八
度
ノ
斜
道
ニ
シ
テ
長
四
百
問
ノ
場
所
ヲ
車
付
ノ
ス
ラ
ヲ
以
テ
下
シ

　
　
中
土
場
ヨ
リ
下
土
場
（
川
船
聖
目
）
マ
デ
弐
千
弐
百
間
ノ
母
屋
台
八
（
マ
マ
）

　
　
ヲ
以
テ
運
送
シ
又
此
土
場
ヨ
リ
満
島
マ
デ
凡
四
里
三
拾
丁
ノ
所
ヲ
川
船
ニ
テ
運

　
　
輸
ス
ル
ヲ
以
テ
甚
タ
困
難
ト
ス

　
　
桃
野
坑
ロ
ヨ
リ
山
頂
迄
荷
ヒ
上
ケ
一
万
斤
ノ
賃
金
　
弐
円
五
拾
銭

　
　
山
頂
ヨ
リ
中
土
場
迄
下
車
シ
一
万
斤
ノ
賃
金
　
壱
円
弐
拾
銭

　
　
中
土
場
ヨ
リ
下
土
場
迄
台
密
ニ
テ
一
万
斤
ノ
賃
金
　
弐
円

　
　
下
土
場
ヨ
リ
満
島
迄
川
船
ニ
テ
壱
万
斤
ノ
賃
金
　
壱
円
入
拾
銭

　
　
坑
ロ
ヨ
リ
満
島
川
ロ
マ
デ
運
賃
合
計
金
七
円
五
拾
銭

と
。
吉
原
報
告
は
明
治
十
三
年
調
査
で
坑
口
か
ら
下
土
場
（
川
舟
積
場
）
ま
で
合
計

五
円
七
〇
銭
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
海
軍
炭
坑
の
場
合
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

表
六

海
軍
炭
坑
桃
ノ
尾
旧
坑
陸
路
輸
送
費

　
　
　
　
　
　
　
　
（
［
万
斤
・
明
治
十
三
年
）

車 中 坑 荷
土 口 い

ム
道 場 よ 揚

口 よ り げ
費 り 中 賃

積 土
場 場

計
ま
で

ま
で

車 下
賃 賃

五 二 一 一
円 円 円 円
四 五 七 二
○ ○ ○ ○

銭 銭 銭 銭

注
）
「
諸
物
価
比
較
表
」
（
「
明
治
十
四
年
公
文
類
纂
前
編
五
」
）
よ
り
作
成
。

　
輸
送
賃
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
海
軍
石
炭
用
所
の
ほ
う
が
信
頼
性
が
高
い
と
思

わ
れ
る
が
、
陸
送
賃
全
体
で
は
三
〇
銭
の
相
違
し
か
な
く
、
こ
れ
を
上
荷
舟
賃
と
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

較
す
る
と
三
倍
に
も
及
ん
で
い
る
。
「
鉱
山
志
料
調
」
で
陸
送
費
と
上
荷
舟
運
送
費

の
比
較
が
可
能
な
二
五
炭
坑
を
見
る
と
、
陸
送
費
が
舟
運
費
を
下
回
る
の
は
相
知
村

二
坑
、
佐
里
村
三
坑
、
長
部
田
村
一
坑
の
五
坑
の
み
で
あ
る
。

　
明
治
前
期
の
東
松
浦
郡
の
諸
炭
坑
で
は
坑
口
か
ら
土
場
（
川
端
積
場
）
ま
で
の
運

送
賃
の
ほ
う
が
舟
運
賃
よ
り
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ゴ
．
輸
送
監
督
取
締

　
（

　
こ
う
し
た
陸
路
輸
送
を
含
め
た
松
浦
川
の
石
炭
輸
送
は
、
筑
豊
の
遠
賀
川
や
肥
前

の
六
角
川
と
異
な
り
、
官
坑
と
私
坑
の
石
炭
が
積
下
さ
れ
る
だ
け
に
、
車
道
お
よ
び

上
荷
舟
の
管
理
を
含
め
、
よ
り
複
雑
で
あ
っ
た
。
県
、
坑
主
、
石
炭
問
屋
、
唐
津
海

軍
石
炭
用
所
の
上
荷
舟
の
監
督
取
締
は
強
化
を
必
要
と
し
た
。
た
だ
し
県
に
つ
い
て

は
、
舟
運
行
政
で
見
た
と
お
り
、
坑
物
税
徴
税
の
先
延
ば
し
に
よ
り
明
治
二
十
五
年
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の
鉱
業
条
例
施
行
ま
で
石
炭
生
産
高
の
把
握
が
不
要
と
な
っ
た
た
め
、
強
い
監
督
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

不
要
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
取
締
に
も
っ
と
も
意
を
用
い
た
の
は
海
軍
石
炭
台
所
で
あ
っ
た
。
海
軍
炭
坑
か

ら
採
掘
さ
れ
た
石
炭
は
坑
口
か
ら
車
癒
し
、
明
治
盛
年
（
一
入
七
五
）
当
時
は
「
高

取
屯
所
」
で
、
後
十
三
年
（
一
入
八
○
）
当
時
は
「
浦
ノ
川
土
場
」
「
佐
里
川
堤
」
「
鷹

取
土
場
」
の
三
ケ
所
の
石
炭
検
査
所
で
舟
積
み
の
節
一
応
検
査
し
た
。
即
ち
石
炭
は
「
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

善
事
出
場
ニ
テ
検
査
ノ
上
皇
炭
而
巳
ヲ
撰
収
シ
中
等
以
下
ノ
炭
ハ
採
取
人
二
差
戻
」
さ

れ
、
河
口
の
海
軍
門
並
で
再
度
検
査
し
て
引
き
渡
さ
れ
た
。
採
掘
し
、
河
口
で
引
き
渡

す
ま
で
下
稼
人
の
請
負
で
あ
っ
た
。
こ
の
検
査
に
は
、
二
人
の
所
員
の
下
に
、
石
炭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　

検
査
掛
と
上
荷
船
検
査
掛
（
二
人
）
が
あ
っ
て
、
監
督
取
締
を
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
明
治
十
二
年
七
月
に
従
来
の
常
備
炭
山
に
加
え
て
予
備
炭
山
が
創
設
さ
れ
、
一
〇

ケ
村
が
指
定
さ
れ
る
と
、
十
三
年
五
月
一
日
に
長
崎
海
軍
出
張
所
長
菅
野
海
軍
少
佐

は
内
海
長
崎
県
蒔
絵
に
次
の
よ
う
な
巡
査
借
用
の
要
請
を
行
っ
た
。

　
　
当
所
々
轄
唐
津
炭
山
之
義
ハ
昨
年
来
十
ケ
村
之
予
備
炭
山
取
入
、
漸
次
新
坑
開

　
　
繋
二
取
掛
リ
、
下
稼
人
及
坑
夫
等
モ
旧
二
倍
シ
、
而
〆
炭
坑
数
ケ
村
二
連
旦
シ
、

　
　
蓬
田
私
坑
借
区
モ
交
錯
篭
居
、
是
迄
官
私
混
清
之
弊
害
不
砂
、
実
際
屡
不
都
合

　
　
有
之
ト
難
、
何
分
僅
々
タ
ル
吏
員
ヲ
以
テ
、
終
始
取
締
モ
難
行
届
状
態
二
有
之
、

　
　
依
テ
自
今
巡
査
ヲ
以
、
該
山
取
締
方
為
致
度
ト
存
候
、
就
テ
ハ
御
所
轄
警
察
署

　
　
詰
之
内
ヨ
リ
十
等
警
部
一
名
、
二
等
巡
査
二
名
、
三
等
巡
査
三
三
、
都
合
六
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
御
借
受
致
度
候
…
…

　
こ
れ
ら
警
部
お
よ
び
巡
査
の
た
め
相
知
村
屯
所
が
置
か
れ
、
職
務
は
詳
細
に
「
唐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

津
海
軍
石
炭
用
所
警
部
及
ヒ
巡
査
心
得
方
概
則
」
に
規
定
さ
れ
た
。

　
第
壱
条
　
海
軍
予
備
炭
山
拾
ケ
村
ノ
地
中
二
含
有
ス
ル
石
炭
担
保
ノ
任
ヲ
有
ス
ル

　
　
　
警
部
壱
名
及
ヒ
巡
吏
五
三
ヲ
置
キ
、
日
々
ノ
巡
行
ヲ
分
テ
一
二
別
ト
ナ
シ
、
諸

　
　
　
般
ノ
取
締
ヲ
統
轄
セ
シ
ム
ル
事

　
第
四
条
　
六
名
ノ
内
弐
名
ハ
日
々
石
炭
検
査
場
二
出
張
シ
、
坑
業
人
共
ノ
石
炭
出

　
　
　
シ
場
ノ
境
界
ヲ
巡
視
シ
、
且
臨
時
二
同
所
ヨ
リ
運
送
ス
ル
石
炭
上
荷
船
川
筋

　
　
　
ノ
滞
留
ヲ
改
メ
、
不
良
ヲ
戒
師
、
唐
津
用
所
迄
ノ
道
行
ヲ
督
ス
可
キ
事

　
第
五
条
　
当
卑
下
稼
人
ノ
石
炭
運
送
ノ
車
公
海
ノ
焼
印
ヲ
捺
シ
小
旗
ヲ
建
通
行
ス

　
　
　
ル
成
規
二
付
、
各
車
ヲ
以
テ
繋
馬
ヲ
積
入
、
無
印
ノ
車
ヲ
以
テ
官
炭
ヲ
運
送
シ

　
　
　
タ
ル
ト
キ
ハ
、
車
及
ヒ
積
入
炭
ヲ
取
揚
ケ
、
聖
旨
石
炭
用
所
悩
届
出
ス
可
キ
事

　
第
六
条
　
巡
行
中
二
車
道
及
ヒ
敷
板
橋
等
二
破
損
有
之
節
ハ
、
速
二
其
掛
二
報
告

　
　
　
シ
、
修
繕
ヲ
加
エ
シ
ム
ヘ
キ
事

　
こ
の
よ
う
に
巡
査
六
名
に
よ
っ
て
坑
口
か
ら
土
場
ま
で
の
車
道
と
車
お
よ
び
土
場

か
ら
河
口
ま
で
の
上
荷
舟
の
監
督
取
締
を
厳
し
く
し
た
。

　
明
治
十
四
年
（
一
八
入
一
）
唐
津
石
炭
用
所
は
主
三
局
に
移
管
さ
れ
た
が
、
そ
の

移
管
に
際
し
て
官
山
侵
掘
と
抜
売
防
止
の
た
め
「
唐
津
炭
山
取
締
心
得
」
が
承
認
さ

れ
た
。
こ
の
と
き
下
受
稼
人
頭
取
で
あ
っ
た
池
之
上
次
郎
太
を
極
量
取
締
長
に
、
下

受
稼
人
の
中
か
ら
箒
木
浅
六
と
鶴
田
保
平
を
論
叢
取
締
に
任
命
し
て
監
督
取
締
の
強

　
　
　
　
　
な
　

化
が
図
ら
れ
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
と
き
同
時
に
上
荷
舟
取
締
人
と
し
て
岡
田
辰
次
郎

と
松
田
吉
太
郎
が
任
命
さ
れ
た
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

五
　
お
わ
り
に

　
明
治
前
期
の
肥
前
松
浦
川
の
石
炭
輸
送
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
史
料
の
制
約
か
ら

海
軍
炭
坑
の
上
荷
舟
輸
送
を
中
心
と
し
、
そ
れ
も
「
明
治
十
四
年
改
革
」
ま
で
を
主

と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
海
軍
省
は
明
治
十
九
年
三
月
石
炭
調
査
委
員
会
を
設
置
し
て
全
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国
の
炭
山
お
よ
び
炭
質
調
査
を
行
い
、
二
十
一
年
一
月
に
福
岡
県
の
粕
屋
・
鞍
手
・

嘉
麻
・
田
川
の
四
聖
三
八
ケ
村
を
海
軍
予
備
炭
山
に
指
定
し
た
。
海
軍
省
が
唐
津
石

炭
用
所
を
廃
止
し
て
唐
津
炭
田
か
ら
撤
退
し
た
の
は
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）

一
月
二
十
四
日
で
あ
っ
た
。
明
治
十
四
年
の
下
稼
人
（
請
負
聖
主
）
は
一
四
名
で
あ
っ

た
が
、
二
十
年
の
そ
れ
は
相
知
村
一
四
人
、
下
平
山
村
＝
人
、
上
平
山
村
七
人
、

浪
瀬
村
一
人
、
岩
屋
村
六
人
、
本
山
村
六
人
、
佐
里
村
五
人
、
岸
山
村
四
人
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

に
大
崎
村
（
杵
島
郡
）
一
人
、
合
計
五
二
名
と
三
倍
増
と
な
っ
て
い
る
。
出
炭
高
も

十
四
年
一
五
七
〇
万
斤
が
二
十
年
に
は
一
億
五
二
〇
一
万
斤
、
二
十
二
年
に
は
一
億

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

六
千
万
斤
を
超
え
、
一
〇
倍
増
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
み
た
上
荷
舟
輸
送
の
延
長

上
で
、
こ
れ
に
対
処
で
き
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　
明
治
豊
年
に
坂
本
経
酪
等
は
海
軍
炭
坑
の
剰
余
炭
を
販
売
す
る
海
軍
剰
余
炭
販
売

所
を
設
立
し
た
が
、
海
軍
炭
坑
の
廃
止
に
と
も
な
い
二
十
四
年
こ
れ
を
唐
津
石
炭
合

資
会
社
に
改
組
し
た
。
他
の
石
炭
取
扱
問
屋
も
大
き
な
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
。

当
然
上
荷
舟
輸
送
も
大
き
な
影
響
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
。

　
『
大
島
村
誌
』
に
よ
る
と
、
上
荷
舟
輸
送
の
最
盛
期
は
明
治
二
十
七
入
年
で
、
千

七
八
百
艘
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
最
盛
期

に
炭
鉱
鉄
道
敷
設
が
唐
津
物
産
会
社
関
係
者
を
中
心
に
計
画
さ
れ
、
よ
う
や
く
三
十

一
年
（
一
入
九
入
）
十
二
月
に
大
島
（
積
出
港
）
・
山
本
間
、
三
十
二
年
十
二
月
に

大
島
・
莇
原
間
三
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
が
開
通
し
た
。
言
い
替
え
れ
ば
、
石
炭
輸
送
は

三
十
一
年
ま
で
は
す
べ
て
松
浦
川
の
上
荷
舟
輸
送
に
依
存
し
て
い
た
。
「
長
崎
県
肥

前
国
東
松
浦
郡
誌
」
に
よ
る
と
、
東
松
浦
郡
の
石
炭
採
掘
高
は
一
億
五
三
九
万
斤
余

（
六
三
二
三
入
ト
ン
余
）
と
あ
り
、
．
こ
れ
に
は
海
軍
炭
坑
の
一
〇
〇
〇
万
雷
乃
至

一
五
〇
〇
万
博
は
含
ま
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
約
四
〇
〇
艘
の
上
荷
舟

　
　
　
　
　
ヨ

が
あ
っ
た
。
三
十
一
年
以
前
の
最
高
掘
採
高
は
二
十
九
年
の
五
億
一
九
五
八
万
斤
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

（ゴ

j
一
七
五
ミ
ト
ン
余
）
で
前
者
の
四
．
五
倍
と
な
っ
て
お
り
、
上
荷
石
数
四
〇
〇

艘
を
四
．
五
倍
す
る
と
一
八
○
○
艘
と
な
り
、
『
満
島
村
誌
』
の
記
述
と
合
致
す
る
。

　
松
浦
川
の
上
荷
舟
輸
送
は
、
海
軍
炭
坑
出
炭
高
の
急
増
、
同
炭
坑
の
廃
止
に
よ
り

大
き
な
影
響
は
受
け
な
が
ら
も
、
積
載
高
そ
の
他
十
四
年
当
時
と
変
わ
ら
ず
、
採
掘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

高
の
増
大
に
対
応
し
て
二
二
を
増
大
さ
せ
て
鉄
道
輸
送
時
代
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

註

（
1
）
松
浦
郡
は
明
治
十
一
年
に
東
西
南
北
の
四
郡
に
分
割
さ
れ
、
現
在
の
佐
賀
県
域
は

　
東
松
浦
．
西
松
浦
の
こ
郡
で
、
南
松
浦
．
北
松
浦
の
二
郡
は
現
在
の
長
崎
県
に
属
す

　
る
。
唐
津
炭
田
は
東
松
浦
郡
・
小
城
郡
・
杵
島
郡
（
現
在
の
佐
賀
県
域
）
で
あ
る
が
、

　
本
稿
で
は
唐
津
炭
田
を
便
宜
的
に
東
松
浦
郡
に
限
定
す
る
。

（
2
）
隅
谷
三
喜
男
『
日
本
石
炭
産
業
分
析
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
三
年
目
三
〇
～

　
三
一
頁
。

（
3
）
東
定
星
昌
「
唐
津
炭
田
の
輸
送
体
系
の
近
代
化
－
唐
津
興
業
鉄
道
会
社
の
成
立
と

　
石
炭
輸
送
1
」
（
『
比
較
社
会
文
化
』
第
一
巻
　
一
九
九
五
年
）
。

（
4
）
必
定
宣
昌
「
唐
津
海
軍
炭
坑
の
設
定
と
そ
の
経
営
」
（
『
経
済
学
研
究
』
第
五
九
巻

　
三
・
四
合
十
号
、
平
成
六
年
）
。

（
5
）
「
長
崎
県
肥
前
国
東
松
浦
郡
誌
　
全
」
は
明
治
十
六
年
一
月
に
長
崎
県
令
内
海
忠

　
勝
宛
に
上
程
さ
れ
た
地
誌
で
あ
る
。
同
時
期
に
「
長
崎
県
肥
前
国
東
松
浦
郡
村
誌
」

　
六
冊
が
作
成
さ
れ
た
。
第
一
か
ら
第
三
ま
で
は
明
治
十
五
年
十
二
月
に
、
第
四
か
ら

　
第
六
ま
で
は
十
六
年
十
二
月
に
上
程
さ
れ
た
。
こ
の
郡
下
、
郡
村
誌
は
佐
賀
県
立
図

　
書
館
所
蔵
の
「
皇
国
地
誌
」
の
地
元
控
本
で
あ
る
。
「
皇
国
地
誌
」
は
明
治
五
年
に

　
太
政
官
正
院
か
ら
下
達
さ
れ
、
遅
れ
て
八
年
に
編
集
例
則
が
明
確
化
さ
れ
、
十
三
年
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頃
全
国
に
督
促
さ
れ
て
よ
う
や
く
完
成
し
た
地
誌
で
あ
る
。
従
っ
て
調
査
は
八
年
か

　
ら
上
程
時
期
ま
で
で
、
本
文
等
に
注
記
さ
れ
て
い
な
い
限
り
調
査
時
点
を
特
定
す
る

　
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
明
治
五
年
に
は
こ
の
ほ
か
に
陸
軍
省
か
ら
「
全
国
地
理
図

　
誌
」
、
文
部
省
か
ら
「
地
理
誌
略
」
の
編
纂
も
下
達
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
先
行
し
た
た

　
め
、
「
皇
国
地
誌
」
の
調
査
数
字
に
は
編
集
例
則
が
下
達
さ
れ
る
以
前
の
明
治
七
年

　
頃
の
も
の
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

（
6
）
坪
内
安
衛
『
石
炭
産
業
の
史
的
展
開
』
（
文
献
出
版
、
平
成
十
一
年
）
二
二
一
頁
。

（
7
）
勧
業
掛
「
明
治
六
年
九
月
以
後
明
治
七
年
十
二
月
迄
　
磯
山
一
件
書
留
」
（
明
治

　
行
政
資
料
）
、
明
治
行
政
資
料
は
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
。
も
っ
と
も
、
同
史
料
で

　
は
当
該
村
に
お
け
る
借
区
開
坑
願
が
二
五
二
、
従
来
廃
坑
が
五
九
、
新
規
廃
坑
が

　
＝
あ
り
、
こ
れ
ら
炭
坑
の
開
廃
は
極
め
て
頻
繁
で
、
経
営
は
流
動
的
で
あ
っ
た
。

（
8
）
海
軍
省
唐
津
出
張
所
「
石
炭
坑
数
取
調
」
（
前
掲
「
磧
山
一
件
書
留
」
）
。
海
軍
炭

　
坑
は
鹿
児
島
藩
が
明
治
四
年
に
持
ち
山
を
兵
部
省
に
持
船
と
と
も
に
献
納
し
た
の
を

　
最
初
と
し
、
五
年
海
軍
省
に
属
し
、
唐
津
海
軍
出
張
所
と
称
し
た
（
『
海
軍
系
統
一

　
覧
・
庁
衙
沿
革
』
、
『
明
治
百
年
史
叢
書
』
二
四
四
巻
　
原
書
房
　
昭
和
五
十
年
）
。

（
9
）
前
掲
「
磧
山
一
件
書
留
」
。
但
し
満
面
の
み
は
た
だ
ち
に
二
名
の
増
員
が
計
ら
れ
、

　
船
改
役
宮
尾
則
久
（
月
給
六
円
）
、
同
手
代
高
須
悌
一
郎
（
月
給
四
円
）
が
任
命
さ

　
れ
た
（
同
上
）
。

（
1
0
）
前
掲
「
磧
山
一
件
書
留
」
。

（
1
1
）
「
事
務
取
扱
仮
章
程
案
」
（
前
掲
「
磯
山
一
件
書
留
」
）
。

（
1
2
）
「
不
正
石
炭
取
上
ケ
ニ
付
置
」
（
前
掲
「
鷺
山
一
件
書
留
」
）
。

（
1
3
）
前
掲
、
東
定
「
唐
津
海
軍
炭
坑
の
設
定
と
そ
の
経
営
」
補
論
。

（
1
4
）
「
肥
前
州
産
物
尋
者
」
は
佐
賀
県
立
博
物
館
所
蔵
。

（
1
5
）
『
相
知
町
史
』
（
相
知
町
、
昭
和
五
十
二
年
）
五
九
一
頁
。

（
1
6
）
明
治
十
三
年
六
月
唐
津
町
の
船
大
工
栗
山
茂
助
が
唐
津
海
軍
石
炭
用
所
宛
に
提
出

　
し
た
見
積
り
書
（
「
明
治
十
四
年
公
文
類
纂
　
前
編
五
）
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
建
造
費

　
は
五
五
〇
〇
斤
積
み
が
四
一
円
五
二
銭
、
六
〇
〇
〇
斤
積
み
が
四
三
円
六
銭
二
厘
、

　
別
に
双
方
と
も
道
具
類
（
帆
柱
、
帆
、
擢
、
艦
な
ど
）
二
〇
円
一
七
銭
で
あ
っ
た
。

　
　
な
お
「
公
文
類
纂
」
お
よ
び
「
公
文
原
書
」
は
海
軍
省
史
料
で
、
防
衛
図
書
館
所

　
蔵
で
あ
る
。

（
1
7
）
高
野
山
霊
太
郎
『
筑
豊
炭
磧
誌
』
（
明
治
三
十
一
年
五
月
）
復
刻
版
　
一
七
六
、

　
七
頁
。

（
1
8
）
瓜
生
二
成
「
遠
賀
川
流
域
に
於
け
る
石
炭
運
送
の
史
的
展
望
」
（
若
松
高
等
学
校

　
『
研
究
紀
要
』
第
五
集
、
昭
和
二
十
入
年
）
二
三
、
二
四
頁
。
た
だ
し
慶
応
二
年
の

　
記
録
四
丈
三
尺
の
例
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
1
9
）
出
典
史
料
に
つ
い
て
は
前
記
注
記
参
照
。

（
2
0
）
旧
藩
時
代
に
は
御
領
（
幕
府
領
）
の
石
炭
は
満
島
入
百
屋
、
唐
津
米
屋
・
松
本
屋

　
で
取
扱
い
、
私
領
の
石
炭
は
満
島
問
屋
で
取
り
扱
っ
た
。
満
塁
で
は
八
百
屋
・
加
登

　
千
草
が
川
船
問
屋
を
営
ん
だ
。
維
新
後
官
憲
に
は
肥
後
出
張
所
・
薩
州
出
張
所
な
ど

　
が
置
か
れ
、
明
治
初
期
の
石
炭
問
屋
に
は
肥
後
屋
・
肥
前
屋
・
加
登
屋
を
継
承
し
た

　
万
屋
等
が
あ
っ
た
。
（
『
満
島
村
誌
』
満
島
村
役
場
、
大
正
十
二
年
、
一
三
九
頁
）

（
2
1
）
前
掲
『
満
島
村
誌
』
一
四
〇
頁
。

（
2
2
）
『
相
知
町
史
　
下
巻
』
（
昭
和
五
十
二
年
）
相
知
の
土
場
。
『
角
川
日
本
地
名
大
辞

　
典
　
佐
賀
県
』
（
角
川
書
店
、
平
成
三
年
）
。

（
2
3
）
「
十
三
年
度
予
備
炭
山
旧
婚
坑
石
炭
代
価
調
」
（
「
明
治
十
四
年
公
文
類
纂
　
前
編

　
五
」
）
。

（
2
4
）
「
石
炭
置
場
新
築
之
義
二
付
上
申
書
」
（
「
明
治
十
三
年
公
文
原
書
」
三
三
）
。

（
2
5
）
同
右
。
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（
2
6
）
「
佐
里
村
石
炭
置
場
御
積
書
」
（
「
明
治
十
三
年
公
文
原
書
」
三
三
）
。

（
2
7
）
明
治
十
四
年
の
官
炭
取
締
長
池
ノ
上
次
郎
太
と
同
取
締
人
鶴
田
保
平
に
よ
る
「
上

　
荷
船
御
貸
下
ケ
願
」
に
「
上
荷
舟
五
十
艘
ヲ
以
隔
日
二
軸
下
シ
候
ト
見
倣
シ
テ
、
川

　
満
水
平
均
一
日
壱
艘
ノ
積
炭
四
千
斤
ト
積
り
」
と
あ
る
（
「
明
治
十
五
年
公
文
原
書

　
一
入
）
。
明
治
十
三
年
十
二
月
調
査
の
吉
原
政
道
「
唐
津
炭
山
報
告
」
も
海
軍
省
唐

　
津
炭
山
に
付
、
「
川
ロ
バ
一
日
一
度
往
復
ス
ル
コ
ト
ア
レ
ト
モ
天
災
其
他
ノ
故
障
二

　
依
テ
平
均
一
ケ
月
十
五
度
ト
ス
」
と
記
述
し
て
い
る
（
『
工
学
叢
誌
』
第
八
号
　
明

　
治
十
四
年
十
月
　
復
刻
版
）
。

（
2
8
）
前
掲
、
瓜
生
二
成
論
文
、
二
六
頁
。

（
2
9
）
「
炭
価
直
増
之
義
二
付
再
上
申
」
（
「
明
治
十
四
年
公
文
類
纂
　
前
編
五
」
）
。

（
3
0
）
前
掲
、
東
定
「
海
軍
炭
坑
の
設
定
と
そ
の
経
営
」
。

（
3
1
）
「
明
治
十
四
年
公
文
類
纂
　
前
編
五
」
。

（
3
2
）
「
炭
価
直
増
之
義
二
付
再
上
申
」
（
「
明
治
十
四
年
公
文
類
纂
　
前
編
五
」
）
。
な
お

　
同
書
類
中
の
「
諸
物
価
比
較
表
」
で
は
、
一
万
斤
当
り
川
下
ケ
賃
は
明
治
四
年
冬
一

　
円
六
〇
銭
、
十
三
年
は
一
円
八
○
銭
と
算
定
さ
れ
て
い
る
。

（
3
3
）
「
明
治
十
三
年
公
文
類
纂
　
前
編
一
〇
」
。

（
3
4
）
「
炭
価
直
増
之
義
二
付
上
申
」
（
「
明
治
十
四
年
公
文
類
纂
　
後
編
五
」
）
。

（
3
5
）
「
諸
品
代
価
比
較
表
」
（
「
明
治
十
四
年
公
文
類
纂
　
前
編
五
」
）
。

（
3
6
）
「
明
治
十
四
年
公
文
類
纂
　
前
編
五
」
。
な
お
「
官
私
混
清
之
弊
」
に
つ
い
て
は
、

　
「
民
有
炭
之
運
輸
最
モ
霧
多
二
就
テ
ハ
、
非
常
等
炭
価
騰
貴
之
際
杯
ハ
後
日
之
障
碍

　
モ
不
顧
、
格
外
ナ
ル
増
運
賃
ヲ
出
シ
官
炭
運
送
雨
雫
ヲ
ナ
シ
、
或
ハ
劣
炭
ヲ
以
官
ノ

　
良
器
ト
窃
二
取
換
ル
等
ノ
憂
ハ
従
前
唐
津
用
量
二
野
テ
頗
ル
難
事
二
有
之
候
」
と
い

　
う
説
明
も
あ
る
。

（
3
7
）
「
明
治
十
四
年
公
文
類
纂
　
前
編
五
」
。
全
文
は
前
掲
東
定
「
唐
津
海
軍
炭
坑
の
設

　
定
と
そ
の
経
営
」
参
照
。

（
3
8
）
「
明
治
十
五
年
公
文
類
纂
　
前
編
二
。

（
3
9
）
「
明
治
十
五
年
公
文
類
纂
　
前
編
こ
。

（
4
0
）
「
鉱
山
志
士
調
」
（
『
明
治
前
期
肥
前
石
炭
磯
業
史
料
集
』
文
献
出
版
、
昭
和
五
二

　
年
）
。
明
治
十
六
年
に
稼
直
し
て
い
て
陸
送
賃
と
上
荷
舟
賃
の
記
載
が
あ
る
も
の
に

　
基
づ
く
。
大
八
車
の
規
格
が
同
一
で
あ
っ
た
か
否
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
波
瀬
村

　
の
車
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
「
坑
ロ
ヨ
リ
土
場
迄
ハ
三
百
五
拾
斤
（
実
際
容
量
四

　
百
斤
）
入
ノ
台
八
車
ヲ
以
テ
運
送
ス
（
此
壱
車
賃
拾
三
銭
一
万
斤
二
一
二
円
七
拾
銭
）

　
船
積
土
場
ハ
梶
山
村
内
ニ
シ
テ
坑
ロ
ヨ
リ
平
均
壱
里
廿
丁
ア
リ
」
（
前
掲
、
吉
原
政

　
道
「
唐
津
炭
山
報
告
」
）
。

（
4
1
）
前
掲
、
吉
原
政
道
「
唐
津
炭
山
報
告
」
。

（
4
2
）
ユ
削
掲
「
鉱
山
士
心
料
調
」
。

（
4
3
）
た
だ
し
、
明
治
十
二
年
四
月
東
松
浦
郡
長
は
各
町
村
戸
長
宛
に
新
規
営
業
税
と
し

　
て
、
諸
車
税
、
無
税
の
徴
収
を
達
し
て
い
る
（
「
諸
御
布
達
留
　
戸
長
役
所
」
写

　
唐
津
市
図
書
館
所
蔵
）
。
石
炭
量
の
把
握
は
別
に
し
て
、
輸
送
手
段
の
把
握
は
必
要

　
で
あ
っ
た
。
ま
た
行
政
は
勧
業
面
か
ら
石
炭
生
産
や
輸
送
の
実
態
把
握
を
必
要
と
し

　
た
。
後
に
明
治
二
十
五
年
施
行
の
鉱
業
条
例
は
、
「
第
七
十
二
条
　
鉱
業
人
ハ
鉱
業

　
税
ト
シ
テ
鉱
業
製
産
物
ノ
価
格
百
分
ノ
一
・
鉱
区
税
ト
シ
テ
鉱
区
一
千
坪
毎
二
一
箇
年

　
金
三
拾
銭
ヲ
納
ム
ヘ
シ
一
千
坪
未
満
亦
同
シ
」
と
定
め
、
再
び
生
産
高
の
把
握
が
必

　
要
と
な
っ
た
。

（
4
4
）
「
石
炭
取
扱
方
之
義
二
付
上
申
」
（
「
明
治
十
四
年
公
文
類
纂
」
後
編
五
）
。

（
4
5
）
明
治
十
二
年
か
ら
十
三
年
に
か
け
て
は
記
録
に
吉
岡
米
蔵
、
江
口
徳
次
の
名
が
み

　
え
る
。

（
4
6
）
「
明
治
十
三
年
公
文
類
纂
　
後
編
四
」
。
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（
4
7
）
「
明
治
十
三
年
公
文
類
纂
　
後
編
四
」
。

（
4
8
）
「
明
治
十
三
年
公
文
類
纂
　
後
編
四
」
。

（
4
9
）
前
掲
、
東
定
「
唐
津
海
軍
炭
坑
の
設
定
と
そ
の
経
営
」
参
照
。
な
お
海
軍
炭
坑
廃

　
止
時
の
下
稼
人
は
五
一
人
で
あ
っ
た
と
い
う
（
『
東
松
浦
郡
史
』
久
敬
社
、
大
正
十
四

　
年
、
五
〇
〇
頁
）
。

（
5
0
）
真
木
俊
魁
『
海
軍
燃
料
沿
革
』
に
よ
る
。
『
海
軍
省
年
報
』
の
数
字
と
は
若
干
異

　
な
る
。

（
5
1
）
こ
れ
が
何
年
の
も
の
か
明
確
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
注
記
し
た
。
『
佐
賀

　
県
統
計
書
』
の
掘
採
高
と
も
合
致
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
5
2
）
同
『
佐
賀
県
統
計
書
』
。

（
5
3
）
坑
口
か
ら
土
場
ま
で
の
輸
送
で
は
、
芳
谷
炭
坑
（
東
松
浦
郡
北
波
多
村
）
が
明
治

　
二
十
三
年
に
一
哩
三
〇
鎖
の
間
に
軽
便
鉄
道
を
敷
設
し
て
小
…
機
関
車
を
運
転
し
て
革

　
新
を
図
っ
た
が
、
同
炭
坑
と
な
ら
び
佐
賀
県
下
有
数
の
大
炭
坑
で
あ
っ
た
相
知
炭
坑

　
（
同
郡
相
知
村
）
で
さ
え
、
明
治
三
十
四
年
ま
で
大
八
車
輸
送
に
依
存
し
て
い
た
。
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付
　
記

　
本
稿
は
平
成
十
二
～
十
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
◎
②
「
明
治
期
、

炭
鉱
業
史
の
研
究
」
（
課
題
番
号
一
二
六
三
〇
〇
八
四
）
の
成
果
で
あ
る
。

唐
津
石


